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法
律
上
の
概
念
と
統
計
上
の
概
念
は
各
国

と
も
異
な
る
。
例
え
ば
法
律
上
、
フ
ラ
ン
ス

で
は
「
フ
ル
タ
イ
ム
で
は
な
い
人
＝
パ
ー
ト

タ
イ
ム
」
と
な
る
。
つ
ま
り
フ
ル
タ
イ
ム
は

週
当
た
り
の
法
定
労
働
時
間
は
三
五
時
間
な

の
で
、
そ
れ
よ
り
労
働
時
間
の
短
い
す
べ
て

の
人
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

同
様
に
、
ド
イ
ツ
は
「
通
常
の
週
労
働
時
間

が
、
比
較
対
象
と
な
る
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者

の
週
労
働
時
間
よ
り
も
短
い
労
働
者
」
と
定

め
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
は
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
者
規
則
に
定
め
る
「
フ
ル
タ
イ
ム
労

働
者
と
同
一
視
で
き
な
い
労
働
者
」
と
な
っ

て
い
る
。
参
考
な
が
ら
ア
メ
リ
カ
に
は
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
関
す
る
法
律
上
の
明
確

な
定
義
は
な
い
。 

 

統
計
上
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
を
は
じ
め
多
く
の
機
関

は
、
週
の
労
働
時
間
が
三
〇
時
間
未
満
の
者

を
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
定
義
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
、
日
本
は
実
労
働
時
間
が
週
三

五
時
間
未
満
の
者
、
ア
メ
リ
カ
は
週
の
就
労

時
間
が
三
五
時
間
未
満
の
者
と
し
て
い
る
。 

          

欧
州
諸
国
で
は
、
一
般
的
に
、
フ
ル
タ
イ

ム
で
も
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
も
同
一
労
働
・
同

一
賃
金
の
原
則
が
貫
か
れ
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
理

事
会
が
一
九
九
七
年
一
二
月
に
採
択
し
た
「
Ｅ

Ｕ
パ
ー
ト
指
令
」
に
お
い
て
も
「
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
で
あ
る
こ
と
を
唯
一
の
理
由
と
し

て
比
較
可
能
な
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
よ
り
も

不
利
な
扱
い
を
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
」
と

さ
れ
て
い
る
。 

 

欧
州
各
国
の
状
況
を
個
別
に
み
る
と
、
フ

ラ
ン
ス
は
労
働
法
典
に
よ
り
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
者
の
賃
金
は
「
同
じ
企
業
又
は
事
業

所
で
同
等
の
雇
用
に
従
事
し
て
い
る
同
等
の

格
付
け
の
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
報
酬
と
比

例
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定

め
ら
れ
て
い
る
。 

 

ド
イ
ツ
も
、
パ
ー
ト
労
働
・
有
期
労
働
契

約
法
に
よ
り
「
比
較
可
能
な
フ
ル
タ
イ
ム
労

働
者
の
労
働
時
間
に
対
す
る
そ
の
割
合
に
応

じ
て
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
定
め

ら
れ
て
い
る
。 

 

英
国
も
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
規
則
に
よ

り
、
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
を
原
則
と
し
、

業
務
・
技
能
レ
ベ
ル
等
が
等
し
く
、
同
じ
雇

用
主
と
雇
用
関
係
に
あ
る
比
較
可
能
な
フ
ル

タ
イ
ム
と
同
等
の
時
間
当
た
り
賃
金
が
支
払

わ
れ
る
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

米
国
に
お
い
て
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
と
パ
ー

ト
タ
イ
ム
の
均
等
処
遇
を
定
め
た
法
律
は
な

く
、
雇
用
形
態
の
違
い
に
か
か
わ
ら
ず
適
用

さ
れ
る
公
正
労
働
基
準
法
等
の
規
定
が
あ
る

ほ
か
は
、
基
本
的
に
企
業
の
判
断
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
。 

          

欧
州
諸
国
で
は
、
一
般
的
に
、
フ
ル
タ
イ

ム
で
も
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
も
同
一
労
働
・
同

一
賃
金
の
原
則
が
貫
か
れ
て
い
る
が
、
各
国

と
も
こ
の
原
則
を
適
用
す
る
場
合
に
比
較
対

象
と
す
べ
き
労
働
者
を
定
め
て
お
り
、
対
象

が
異
な
る
場
合
に
は
、
異
な
っ
た
取
り
扱
い

を
行
っ
て
も
許
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。「
Ｅ
Ｕ
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国際研究部 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
残
業
は
？ 

フ
ル
も
パ
ー
ト
も 

同
じ
年
休 

本特集では、欧米諸国のパートタイム労働者を描いてみた。パー

トタイム労働者の労働環境や、フルタイムとの労働条件の違い、

労働者の抱える問題点など、18の疑問に答える形で国際研究部

調査員が解説。OECDがまとめた統計資料も引用し、わかりや

すいグラフで実態を分析している。 

パ
ー
ト
指
令
」
に
お
い
て
も
「
異
な
る
取
り

扱
い
が
客
観
的
理
由
に
よ
っ
て
正
当
」
と
さ

れ
る
場
合
は
、
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
の
原

則
の
例
外
と
し
て
認
め
て
い
る
。 

 

ド
イ
ツ
も
、
こ
の
原
則
の
例
外
と
し
て
「
客

観
的
な
理
由
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
取
扱
い
が

正
当
化
」
さ
れ
る
場
合
を
認
め
て
お
り
、
正

当
化
さ
れ
る
客
観
的
な
理
由
と
し
て
「
当
該

給
付
の
内
容
や
目
的
、
労
務
の
内
容
や
資
格
、

職
業
経
験
等
」
が
こ
れ
に
当
た
る
と
さ
れ
て

い
る
。 

 

米
国
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
と
フ
ル
タ
イ
ム
の
均
等
処
遇
を
定
め

た
法
律
が
な
い
た
め
、
「
異
な
っ
た
取
扱
い

が
許
さ
れ
る
」
規
定
も
存
在
し
な
い
。 

         

 

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
パ
ー
ト
で
あ
れ
フ
ル
で

あ
れ
労
働
時
間
の
天
井
は
法
定
労
働
時
間
。

そ
の
範
囲
な
ら
パ
ー
ト
の
残
業
も
可
能
だ
が
、

パ
ー
ト
各
人
の
所
定
労
働
時
間
の
一
〇
分
の

一
を
超
え
た
部
分
に
つ
い
て
使
用
者
は
二
五

％
の
割
増
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
フ
ラ
ン
ス
の
特
徴
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
が
繰
り
返
し
残
業
を
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
実
績
が
自
動
的
に
契
約
内
容
に
入
れ
替

わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
。
雇
う
方
も
雇
わ
れ
る

方
も
、
そ
の
点
は
細

心
の
注
意
が
必
要
と

な
る
。 

 

ド
イ
ツ
に
お
い
て

は
、
パ
ー
ト
、
フ
ル

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関

係
な
く
、
ど
ん
な
に

延
長
し
て
も
一
日
一

〇
時
間
を
超
え
て
労

働
者
を
働
か
せ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ

の
範
囲
内
で
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
者
の
労

働
時
間
は
、
フ
ル
タ

イ
ム
労
働
者
の
労
働

時
間
を
超
え
た
部
分

が
時
間
外
労
働
と
し

て
割
増
の
対
象
に
な

る
。
た
だ
し
、
こ
れ

は
規
程
上
の
こ
と
。

現
実
に
は
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
が
時
間

外
労
働
を
行
う
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
い
し
、

事
業
主
が
命
ず
る
こ

と
も
な
い
と
い
う
。 

 

英
国
で
は
、
同
じ

企
業
に
勤
め
る
フ
ル

タ
イ
ム
労
働
者
の
所
定
労
働
時
間
を
超
え
て

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
働
い
た
場
合
、
超

え
た
部
分
の
み
が
割
増
賃
金
の
対
象
と
な
る
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
場
合
に
は
も
と
も

と
所
定
労
働
時
間
が
短
い
か
ら
、
例
え
残
業

（
所
定
外
労
働
）
を
し
た
と
し
て
も
、
な
か

な
か
割
増
賃
金
ま
で
は
到
達
し
な
い
の
が
現

状
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
時

間
外
手
当
発
生
の
時
間
ま
で
パ
ー
ト
タ
イ
ム

が
働
く
ケ
ー
ス
は
ま
れ
で
あ
る
。 

 

米
国
で
は
、
公
正
労
働
基
準
法
に
基
づ
き

、

週
の
労
働
時
間
が
四
〇
時
間
を
超
え
た
場
合

に
は
、
通
常
賃
金
の
五
割
増
の
時
間
外
賃
金

が
支
払
わ
れ
る
。
実
態
と
し
て
は
残
業
を
し

な
い
よ
う
に
シ
フ
ト
管
理
を
し
て
い
る
こ
と

が
多
い
。 

          

多
く
の
先
進
国
で
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
は
、
年
休
（
有
給
休
暇
）
に
つ
い
て
も
、

賃
金
な
ど
と
同
様
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
と

平
等
な
取
り
扱
い
を
受
け
る
権
利
を
有
し
て

い
る
。
一
九
九
七
年
に
成
立
し
た
「
Ｅ
Ｕ
パ

ー
ト
指
令
」
で
は
パ
ー
ト
労
働
者
に
つ
い
て

フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
と
同
様
の
年
次
有
給
休

暇
を
受
け
る
権
利
を
定
め
て
い
る
。
具
体
的

に
は
、
非
差
別
原
則
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
で
あ
る
こ
と
を
唯
一
の
理
由
と
し
て
比
較

可
能
な
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
よ
り
も
不
利
な

取
り
扱
い
を
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
」
に
基

づ
き
、
労
働
時
間
に
比
例
し
た
形
で
の
休
暇

付
与
が
一
般
的
だ
。 

 

も
っ
と
も
米
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
非
差

別
原
則
を
も
っ
た
法
律
が
な
く
、
休
暇
に
つ

い
て
も
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
と
の
格
差
が 
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パ
ー
ト
タ
イ
ム
は 

ど
ん
な
人
？ 

社
会
保
険
も
税
制
も 

均
等
扱
い 

生
じ
る
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
。
年
休
に
つ
い

て
も
、
賃
金
同
様
「
均
等
待
遇
」
が
キ
ー
で

あ
る
と
い
え
そ
う
だ
。 

          

欧
米
諸
国
で
も
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に

は
や
は
り
女
性
が
多
く
（
独
で
九
割
弱
、
仏
・

英
で
八
割
前
後
、
米
で
七
割
弱)
、
ま
た
年

齢
別
の
構
成
比
で
み
る
と
、
男
性
で
は
若
年

層（
仏
・
英
・
米
）や
高
齢
者
層（
独
・
仏
・

英
）、
女
性
で
は
そ
の
中
間
の
層
も
し
く
は

若
年
層
の
占
め
る
割
合
が
高
い
。
こ
れ
は
、

男
性
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
は
学
生
や
退
職
・
年

金
制
度
な
ど
と
の
関
連
で
労
働
時
間
を
減
ら

し
て
い
る
層
が
、
女
性
で
は
育
児
・
家
事
の

影
響
を
受
け
や
す
い
層
が
、
そ
れ
ぞ
れ
中
心

と
な
っ
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る(

但
し

ド
イ
ツ
で
は
中
間
層
、
特
に
二
〇
〜
三
〇
代

半
ば
で
高
く
、
主
な
理
由
は
職
業
訓
練
の
受

講
な
ど)

。 
 

一
般
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
単
純

な
労
働
や
一
般
事
務
、
接
客
な
ど
の
低
技
能

職
種
に
従
事
す
る
割
合
が
高
く
、
教
育
・
技

能
水
準
は
相
対
的
に
低
い
と
言
わ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
と
し
て
の
就
業

機
会
が
そ
う
い
っ
た
職
種
に
限
ら
れ
る
こ
と
、

あ
る
い
は
ま
た
有
期
契
約
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
を
は
じ
め
、
勤
続
年
数
が
フ
ル
タ
イ

ム
労
働
者
に
比
べ
て
短
く
な
り
が
ち
で
あ
る

た
め
、
技
能
習
得
・
蓄
積
が
難
し
い
こ
と
な

ど
も
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
但
し
、
特
に
英

独
仏
で
は
、
管
理
職
・
専
門
職
の
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
も
一
割
前
後
を
占
め
て
お
り
、

ま
た
こ
の
な
か
に
は
育
児
な
ど
の
必
要
か
ら

労
働
時
間
を
短
縮
す
る
た
め
、
フ
ル
タ
イ
ム

か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
に
雇
用
契
約
の
内
容
を

変
更
し
た
層
な
ど
も
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ

る
。 
      

 

フ
ラ
ン
ス
で
も
ド
イ
ツ
で
も
社
会
保
険
へ

の
加
入
義
務
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
も
パ
ー
ト
タ

イ
ム
も
均
等
で
あ
る
。
ま
た
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
を
理
由
と
す
る
税
制
上
の
優
遇
措
置
も
制

度
と
し
て
行
わ
れ
て
い
な
い
。 

 

フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保
障
一
般
制
度
（
例
え

ば
、
疾
病
、
出
産
、
障
害
、
老
齢
、
死
亡
、

遺
族
保
険
、
労
働
災
害
、
家
族
給
付
な
ど
）、

失
業
保
険
、
補
足
的
社
会
的
保
護
（
例
え
ば
、

退
職
制
度
、
社
会
扶
助
な
ど
）
で
は
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
を
理
由
と
す
る
加
入
義
務
の

免
除
は
な
い
。
受
給
す
る
た
め
に
は
、
一
定

額
以
上
の
保
険
料
の
支
払
い
と
一
定
時
間
以

上
の
就
労
が
必
要
と
さ
れ
、
短
時
間
、
低
賃

金
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
場
合
に
は
受

給
資
格
が
発
生
し
な
い
場
合
も
あ
る
（
例
＝

一
カ
月
に
六
〇
時
間
以
上
、
三
カ
月
に
一
二

〇
時
間
以
上
の
就
労
が
必
要
と
い
っ
た
制
限
）。

年
金
に
つ
い
て
も
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
と

同
等
の
扱
い
を
う
け
る
。
三
カ
月
以
上
の
保

険
加
入
期
間
が
あ
れ
ば
賃
金
額
お
よ
び
加
入

期
間
に
応
じ
た
額
の
年
金
が
支
給
さ
れ
る
。 

 

ド
イ
ツ
の
主
な
社
会
保
険
の
柱
は
、
疾
病

保
険
、
介
護
保
険
、
年
金
保
険
、
失
業
保
険
、

労
災
保
険
で
あ
り
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
と
フ
ル

タ
イ
ム
の
区
別
な
く
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
僅
少
就
労
時
間
労
働
者

（
週
一
五
時
間
未
満
の
就
労
者
、
あ
る
い
は

月
額
報
酬
が
三
二
五
ユ
ー
ロ
以
下
＝
年
額
約

五
三
万
円
）
の
保
険
加
入
義
務
は
免
除
さ
れ

て
い
る
。 

 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
理
由
と
す
る
所
得
税
の

優
遇
措
置
が
な
い
こ
と
で
も
フ
ラ
ン
ス
と
ド

イ
ツ
は
共
通
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
所
得

税
は
家
族
除
数
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
て
、

家
族
単
位
で
夫
婦
、
子
女
の
所
得
が
合
わ
せ

て
算
出
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
夫
婦
の
所

得
を
合
算
し
て
二
等
分
し
た
額
を
そ
れ
ぞ
れ

ニュージーランド 

オーストラリア 

韓国 

スウェーデン 

イタリア 

フランス 

ドイツ 

イギリス 
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資料出所 OECD “Labour Force Statistics”          
（注）１）パートタイム労働者は、主たる仕事について通常の労働時間が週30時間未満の者。ただし、オーストラ

リアは実労働時間による。日本は実労働時間が週35歳未満の者。アメリカは賃金・給与労働者に占める
パートタイム労働者の比率。 
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特集―パートタイム労働の国際比較 

フ
ル
か
ら
パ
ー
ト
、 

パ
ー
ト
か
ら
フ
ル
へ 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
を 

雇
う
理
由 

フ
ル
も
パ
ー
ト
も 

同
じ
労
組
員 

な
ぜ
パ
ー
ト
タ
イ
ム
な
の
？ 

 
の
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
夫
婦
合
算
均
等

分
割
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。 

          

日
本
で
は
、
一
端
フ
ル
タ
イ
ム
か
ら
パ
ー

ト
タ
イ
ム
に
転
換
す
る
と
、
そ
の
後
フ
ル
タ

イ
ム
に
戻
る
の
が
難
し
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
で
は
労
働
者
の
希
望
に
よ
っ
て
フ
ル

タ
イ
ム
か
パ
ー
ト
タ
イ
ム
か
を
自
由
に
選
択

で
き
、
ま
た
実
際
相
互
の
転
換
が
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
る
。
特
に
育
児
期
の
制
度
に
注
目

し
て
み
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
出
産
後
の

子
育
て
期
間
中
、
一
年
か
ら
三
年
の
範
囲
で
、

男
女
と
も
フ
ル
タ
イ
ム
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム

へ
転
換
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
両
親
が
同
時
に

こ
の
制
度
を
享
受
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

ま
た
育
児
期
間
終
了
後
に
は
、
従
前
の
雇
用

ま
た
は
同
等
の
報
酬
を
伴
う
類
似
の
雇
用
へ

の
復
帰
を
保
障
さ
れ
、
特
に
技
術
変
化
や
業

務
自
体
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
教
育
訓

練
を
受
け
る
権
利
も
有
す
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
で
は
、
育
児
休
業
制
度
や
各
種
の
児
童
・

家
族
給
付
、
一
歳
か
ら
の
保
育
保
障
や
病
児

看
護
休
暇
制
度
・
労
働
時
間
短
縮（
八
歳
ま

で
）に
加
え
、
フ
ル
タ
イ
ム
へ
の
転
換
を
保

障
さ
れ
た
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
選
択
が
可

能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
フ
ル
タ
イ
ム

労
働
へ
の
転
換
を
希
望
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
に
対
し
て
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
ポ
ス
ト

へ
の
割
り
当
て
に
お
け
る
優
先
権
を
認
め
て

い
る
。 

      

企
業
が
あ
げ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
雇
用
理

由
と
し
て
は
、
業
務
の
繁
閑
に
対
応
し
て
労

働
力
を
柔
軟
に
確
保
で
き
る
た
め
、
が
英
、

米
、独
、仏
四
か
国
に
共
通
し
て
い
る
。
こ
の

ほ
か
、
人
件
費
等
を
安
く
押
さ
え
ら
れ
る
た

め
（
米
国
）、
労
働
者
側
の
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応

（
英
、
仏
）な
ど
の
理
由
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。 

 

特
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
有
期
雇
用
、
派
遣

、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
よ
う
な
非
典
型
労
働
者
を
、

そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
生
か
し
な
が
ら
う
ま
く

オ
ー
ガ
ナ
イ
ズ
し
つ
つ
勤
務
態
勢
を
組
み
立

て
る
こ
と
、
こ
こ
が
経
営
者
の
腕
の
見
せ
所

と
い
わ
れ
る
。 

          

労
働
者
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
選
択
す

る
主
な
理
由
と
し
て
①
家
事
責
任
を
果
た
す

た
め
②
家
族
と
の
時
間
を
も
つ
た
め
③
職
業

訓
練
を
受
け
て
い
る
た
め
な
ど
仕
事
と
生
活

の
両
立
を
あ
げ
る
傾
向
が
強
く
、
英
米
独
仏

四
カ
国
で
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
例
え
ば
英

国
の
女
性
で
は
「
家
族
と
よ
り
多
く
の
時
間

を
過
ご
す
た
め
」（
四
一
％
）、「
家
事
等
の

義
務
を
果
た
す
た
め
」（
二
八
％
）
な
ど
を

フ
ル
タ
イ
ム
の
仕
事
を
希
望
し
な
い
理
由
と

し
て
あ
げ
る
も
の
が
多
い
。
フ
ル
タ
イ
ム
の

仕
事
が
な
い
た
め
と
い
う
消
極
的
な
理
由
も

な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
各
国
と
も
少
数
派
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
と
い
う
働
き
方
が
積
極

的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
は
見
落
と

せ
な
い
。 

          

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
組
織
率
は
、
イ

ギ
リ
ス
で
二
〇
％
（
全
体
の
組
織
率
＝
二
九

％
）、
ア
メ
リ
カ
で
六
・
八
％
（
同
＝
一
三
・

五
％
）
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
関
し
て
は
、
著 
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資料出所：OECD “Labour Force Statistics” 

ａ）臨時仕事の定義は、一定期日の到来、任務の完了、一時的に職場を離れていた別の従業員の復帰など、客観的
な条件で終了が決まると言われている仕事である。 

ｂ）臨時・常勤契約を結ぶ15～64歳の賃金労働者と給与所得者を含む。未回答分は除く。         
資料出所：EUROSTAT、ヨーロッパ労働力調査　1997年 
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パ
ー
ト
は
ト
レ
ン
デ
ィ 

パ
ー
ト
の
正
社
員
、 

フ
ル
の
臨
時
社
員 

し
く
就
労
時
間
の
短
い
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
を
除
く
と
一
般
の
フ
ル
タ
イ
ム
の
労
働
者

と
同
程
度
だ
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
に
比
し
て
、

日
本
は
三
・
〇
％
（
全
体
＝
一
九
・
六
％
）

程
度
と
低
く
、
フ
ル
タ
イ
ム
と
の
開
き
も
大

き
い
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

諸
外
国
で
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
も
フ
ル
タ

イ
ム
も
集
団
的
労
働
関
係
で
は
、
お
お
よ
そ

同
一
の
資
格
を
も
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で

は
、
企
業
委
員
会
や
従
業
員
代
表
委
員
の
選

挙
に
お
い
て
、
一
定
の
勤
続
日
数
が
あ
れ
ば

フ
ル
タ
イ
ム
も
パ
ー
ト
タ
イ
ム
も
選
挙
資
格
、

被
選
挙
資
格
の
双
方
で
同
等
の
権
利
が
与
え

ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
、

ド
イ
ツ
特
有
の
事
業
所
委
員
会
に
フ
ル
タ
イ

ム
も
パ
ー
ト
タ
イ
ム
も
区
別
な
く
参
加
で
き

る
。 

　
ア
メ
リ
カ
で
は
、
利
害
の
共
通
性
が
存
在

し
さ
え
す
れ
ば
パ
ー
ト
も
労
組
に
加
入
し
、

フ
ル
タ
イ
ム
と
同
一
の
交
渉
テ
ー
ブ
ル
に
つ

く
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
九
七
年
夏
、
全
米

最
大
の
配
送
会
社
Ｕ
Ｐ
Ｓ
（
当
時
、
従
業
員

の
五
八
％
が
パ
ー
ト
）
で
起
き
た
ス
ト
は
、

従
業
員
の
三
分
の
二
を
組
織
化
し
て
い
た
労

組
が
パ
ー
ト
処
遇
に
抗
議
し
て
は
じ
ま
っ
た

ス
ト
だ
が
、
二
週
間
以
上
続
く
こ
と
に
よ
り

全
米
を
揺
る
が
す
ス
ト
に
発
展
し
た
。
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
集
団
的
労
働
関
係
の
一

翼
を
担
う
と
と
も
に
、
労
組
の
交
渉
対
象
と

し
て
社
会
的
に
大
き
な
役
割
を
担
い
つ
つ
あ

る
と
言
え
る
。 

          

欧
州
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
数
は
増
加

傾
向
に
あ
る
。
そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
フ

ル
タ
イ
ム
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
均
等
待
遇
を

定
め
た
「
Ｅ
Ｕ
パ
ー
ト
指
令
」（
採
択
は
一
九

九
七
年
）
が
あ
る
。
欧
州
主
要
国
で
は
、
こ

れ
に
歩
調
を
合
わ
せ

て
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の

就
業
条
件
を
定
め
る

法
律
の
改
正
が
進
み
、

そ
の
結
果
パ
ー
ト
タ

イ
ム
は
、
多
様
な
就

業
形
態
の
一
つ
と
す

る
認
識
が
広
が
っ
て

い
る
。
例
え
ば
フ
ラ

ン
ス
で
も
ド
イ
ツ
で

も
、
子
供
の
養
育
や

看
護
が
必
要
と
な
っ

た
場
合
、
労
働
者
は
、
フ
ル
か
ら
パ
ー
ト
に

転
換
す
る
権
利
を
有
し
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス

で
は
そ
の
逆
に
フ
ル
に
戻
る
に
権
利
も
認
め

ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
権
利
は
、
家
庭
と
仕
事
の
両
立

を
求
め
る
労
働
者
に
と
っ
て
働
き
や
す
い
環

境
の
整
備
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
特
に
女
性
の
就
業
機
会
拡
大
を
促
す
ば

か
り
で
な
く
、
ド
イ
ツ
で
は
若
い
男
性
間
で

も
好
ん
で
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
選
ぶ
傾
向
が
出

始
め
て
い
る
。
そ
の
基
盤
に
は
「
仕
事
だ
け

で
人
生
を
終
わ
ら
せ
た
く
な
い
」
と
い
う
考

え
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
彼
ら
が
将
来

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
ま
ま
管
理
職
に
つ

く
可
能
性
も
あ
る
。 

          

欧
州
で
は
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
正
社
員
」

も
「
フ
ル
タ
イ
ム
の
臨
時
社
員
」
も
い
る
。

欧
州
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
フ

ａ）「フルタイムの仕事が見つからなかったのでパートタイムで働いている、と答えたパートタイム労働者」と定義される。 
ｂ）ヨーロッパ諸国については、自営業者と家族従業者を除く。 
ｃ）1996年 
資料出所 ： 
フルタイム／パートタイム雇用に関するOECDデータベース、非自発的パートタイム雇用に関するOECDデータベース 
アメリカ：1997年3月の米国労働統計局最新人口調査CD-ROM版を利用してOECD事務局が算出；EUROSTAT(1998年) 
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イ
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ラ
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ィ
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ラ
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和
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男女別に見たパートタイム雇用全体に占める非自発的パートタイム 
雇用（ａ）の割合（1997年）割合（％） 

21
10
9
28
12
32
23
2
14
9
18

36
8
12
25
35
30
42
7
40
37
22
26

25

パートタイム労働を選好する 
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デンマーク 
ドイツ 
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アイルランド 
イタリア 
オランダ 
ポルトガル 
スペイン 
イギリス 
非加重平均 

ベルギー 

 

ａ）例えば、ベルギーに関する第１列の最初の数値は、パートタイムで働くベルギーの従業員
の27％がフルタイム労働を希望すると答えたことを示している。 

資料出所：欧州委員会（1995年、表26ａ～ｃ） 

フルタイム／パートタイム雇用の選好（1994年） 
下記各カテゴリーに占める従業員の割合（％）（ａ） 

パートタイムで働く女性従業員とフルタイム労働を 
選好する女性パートタイム従業員の比率（1994年） 
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ギリシャ 

フルタイム労働を選好するパートタイム従業員 
資料出所：欧洲委員会（1995年）、EUROSTAT（1995年a） 
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管
理
職
も
パ
ー
ト
タ
イ
ム 

パ
ー
ト
の
給
料
は 

い
く
ら
？ 

勤
務
時
間
は
子
供
次
第 

老
い
も
若
き
も 

パ
ー
ト
タ
イ
ム 

パートタイム労働者の米国内最大規模の雇用先となっているウォルマート 

 
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
違
い
は
、
労
働
時
間
の

長
短
に
過
ぎ
な
い
。
例
え
ば
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

で
は
社
会
保
障
制
度
上
の
権
利
に
も
差
は
な

く
、
仕
事
の
内
容
が
同
じ
で
あ
れ
ば
賃
金
（
時

間
当
た
り
）
も
同
じ
。
正
社
員
の
身
分
の
ま

ま
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
と
フ
ル
タ
イ
ム
労

働
の
相
互
転
換
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
例
か

ら
も
い
え
る
よ
う
に
欧
州
に
お
け
る
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
と
は
「
身
分
」
で
は
な
く
、
雇

用
形
態
が
フ
ル
タ
イ
ム
で
は
な
い
と
い
う
「
状

態
」
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。 

          

雇
用
保
障
や
賃
金
な
ど
労
働

条
件
等
で
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
と

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
差
は
な

い
と
さ
れ
る
欧
州
で
も
管
理
職

層
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の

割
合
は
相
対
的
に
低
い
。
低
い

背
景
と
し
て
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
社

員
の
責
任
を
、
労
働
時
間
の
よ

う
に
「
フ
ル
タ
イ
ム
の
何
分
の

一
」
と
測
る
こ
と
の
困
難
さ
や
、

ひ
と
つ
の
管
理
職
ポ
ス
ト
に
複

数
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を

採
用
し
た
場
合
の
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
難
し
さ
、
と
い
っ
た
問
題

が
あ
る
。 

 

例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
で
は
「
管

理
職
・
上
級
職
」
で
七
・
六
％
、

「
専
門
職
」
で
一
五
・
五
％
が

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
（
デ
ー

タ
は
二
〇
〇
二
年
）。
ド
イ
ツ

の
場
合
は
「
使
用
者
は
、
指
導

的
な
地
位
に
あ
る
者
を
含
め
労

働
者
に
対
し
、
こ
の
法
律
を
基
準
と
し
て
パ

ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
可
能
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
す
る
パ
ー
ト
労
働
・
有
期
労
働

契
約
法
（
第
六
条
）
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
比
率
は
「
管
理
的

な
仕
事
」
が
五
・
八
％
、
「
専
門
性
の
あ
る

仕
事
」
が
一
八
・
三
％
（
デ
ー
タ
は
二
〇
〇

〇
年
）
で
イ
ギ
リ
ス
と
大
差
は
無
い
。 

 

ア
メ
リ
カ
で
も
管
理
職
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

の
割
合
は
低
い
。
理
由
は
、
管
理
職
の
給
与

が
月
給
、
年
俸
制
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
管
理
職
と
は
い
え
労
働
時
間
の
短

い
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
こ
の
よ
う
な
賃

金
形
態
を
適
用
す
る
こ
と
の
非
効
率
性
が
あ

る
と
さ
れ
る
。 

　
そ
れ
で
も
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
全
体
の

増
加
と
と
も
に
管
理
職
パ
ー
ト
の
割
合
も

増
え
て
き
て
は
い
る
。
こ
れ
は
、
地
位
や

職
種
に
か
か
わ
ら
ず
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
と

い
う
雇
用
形
態
が
、
女
性
に
と
っ
て
働
き

や
す
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
若
者
を

中
心
に
、
「
仕
事
と
生
活
の
バ
ラ
ン
ス
」

を
重
視
す
る
考
え
か
ら
パ
ー
ト
イ
ム
労
働

を
希
望
す
る
者
が
増
え
つ
つ
あ
る
今
日
、

管
理
職
に
就
く
男
性
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
者
も
増
加
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。 

　  
       　

最
近
の
傾
向
と
し
て
、
若
年
層
は
、
労

働
に
対
す
る
価
値
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

の
変
化
な
ど
か
ら
、
ま
た
高
齢
者
層
は
退

職
へ
の
移
行
や
年
金
制
度
と
の
兼
ね
合
い

で
、
そ
れ
ぞ
れ
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
希

望
す
る
人
々
が
増
え
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。 

　
一
方
で
、
欧
州
の
多
く
の
国
で
は
、
こ

う
い
っ
た
層
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
が
政

府
に
よ
っ
て
奨
励
さ
れ
て
い
る
側
面
も
あ

る
。
こ
れ
は
一
つ
に
、
現
役
で
働
い
て
い
る

高
齢
者
層
の
労
働
時
間
短
縮
に
よ
り
、
若
年

層
の
雇
用
機
会
を
創
出
す
る
た
め（
い
わ
ゆ

る
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
）、
ま
た
同
時
に
、

高
齢
者
層
の
就
業
率
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
、

高
齢
化
に
よ
る
年
金
財
政
の
逼
迫
を
緩
和
す

る
た
め
、
と
い
っ
た
意
味
合
い
を
含
ん
で
い

る
。 

          

日
本
で
は
、
時
間
当
た
り
の
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
者
の
賃
金
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者

の
そ
れ
よ
り
も
安
い
。
し
か
し
、
欧
米
諸
国

で
は
、
職
種
に
対
す
る
一
時
間
あ
た
り
の
単

価
が
決
ま
っ
て
お
り
、
仕
事
に
対
す
る
報
酬

が
明
確
で
あ
る
。
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
を

推
進
し
た
「
ポ
ル
ダ
ー
・
モ
デ
ル
」
で
注
目

さ
れ
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
者
と
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
と
の
均
等

原
則
が
定
め
ら
れ
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
も
フ

ル
タ
イ
ム
で
も
時
間
あ
た
り
の
単
価
は
変
わ

ら
ず
、
社
会
保
険
も
労
働
時
間
に
比
例
し
て

カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ス

ー
パ
ー
の
レ
ジ
係
を
例
に
挙
げ
る
と
、
正
社

員
も
い
れ
ば
臨
時
社
員
も
い
る
。
さ
ら
に
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
フ
ル
タ
イ
ム
も
パ
ー
ト
タ

イ
ム
も
い
る
。
そ
し
て
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お

け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
フ
ル
タ
イ
ム

労
働
者
の
労
働
条
件
、
時
間
あ
た
り
の
賃
金

は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
と
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
賃
金
比
較

を
単
純
に
行
っ
た
場
合
、
統
計
上
は
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
者
の
所
得
が
低
く
出
る
傾
向
が

あ
る
。
こ
れ
は
主
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者

が
多
い
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
の
職
種
の
多
く
が

元
々
時
間
あ
た
り
の
賃
金
が
低
い
職
種
で
あ

る
こ
と
が
大
き
い
。
男
女
格
差
に
つ
い
て
も
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
女
性
が
多
く
、
同

様
の
理
由
か
ら
男
女
格
差
が
生
ま
れ
て
い
る

と
い
う
側
面
も
あ
る
。 

           

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
選
択
す
る
女
性
が

多
い
こ
と
は
、
家
庭
の
あ
り
方
と
密
接
に
関

連
し
て
い
る
。
と
く
に
欧
州
で
は
、
子
供
の

就
学
時
間
に
合
わ
せ
て
、
母
親
が
勤
務
時
間 
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そ
れ
で
も
悩
み
が 

な
い
わ
け
で
は
な
い 

を
決
め
る
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
一
般

的
で
あ
る
。 

 
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
。
小
学
校
で
も
低
学
年

の
場
合
、
授
業
は
午
前
中
で
終
わ
る
し
、
少

し
上
に
進
ん
で
も
一
三
時
台
に
は
終
わ
る
の

が
一
般
的
だ
。
家
族
が
一
緒
に
過
ご
す
時
間

が
長
い
ド
イ
ツ
で
は
、
子
供
の
時
間
に
合
わ

せ
て
、
親
の
勤
務
時
間
を
自
発
的
に
「
選
択
」

す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、

「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
し
か
可
能
な
就
業
形
態
が

な
い
こ
と
や
、
企
業
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

を
補
助
的
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る

現
状
は
女
性
に
と
っ
て
問
題
だ
」
（
Ｖ
ｅ
ｒ

ｄ
ｉ
＝
統
一
サ
ー
ビ
ス
産
業
労
組
）
と
い
う

指
摘
も
併
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。 

 

フ
ラ
ン
ス
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
水

曜
に
休
む
傾
向
も
、
ド
イ
ツ
同
様
、
「
子
供

に
合
わ
せ
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
で
説
明
で

き
る
。
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
の
、
パ

リ
な
ど
で
水
曜
を
休
み
に
し
て
い
る
学
校
が

多
い
（
た
だ
し
こ
の
場
合
土
曜
日
に
半
日
登

校
）
か
ら
だ
。 

 

ド
イ
ツ
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
英
国
で
も
、

一
四
時
半
に
授
業
が
終
わ
る
子
供
に
会
わ
せ

た
パ
ー
ト
タ
イ
ム
勤
務
の
事
例
な
ど
が
あ
る
。 

         

企
業
と
労
働
者
双
方
の
ニ
ー
ズ
拡
大
に
応

じ
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
ま
す
ま
す

増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
基
盤
整
備
と

し
て
、
フ
ル
と
パ
ー
ト
間
の
均
等
待
遇
が
着

実
に
進
む
欧
州
だ
が
、
残
る
課
題
も
少
な
く

な
い
。
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
の
労
働
時
間
帯
を
変
更
す
る
場
合
に
は

少
な
く
と
も
七
日
前
ま
で
の
通
告
が
法
律
で

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
実
際
に
は
守
ら
れ

ず
、
そ
の
結
果
、
企
業
の
都
合
に
振
り
回
さ

れ
る
、
と
の
苦
情
相
談
が
後
を
絶
た
な
い
。 

 

各
国
に
共
通
す
る
の
が
、
フ
ル
タ
イ
ム
に

比
べ
て
低
水
準
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
賃
金
だ
。

性
や
年
齢
、
職
業
よ
っ
て
状
況
は
異
な
る
が
、

女
性
を
例
に
取
る
と
、
一
般
労
働
者
に
対
す

る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
賃
金
は
、
英
国

＝
七
〇
・
三
、
フ
ラ
ン
ス
＝
七
九
・
一
、
西

ド
イ
ツ
＝
九
一
・
〇
（O

E
C
D
 
E
m
ploy-

m
ent O

utlook(1999)

よ
り
当
機
構
が
試
算
）

と
な
る
。
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
の
欧
州
な

の
に
、
と
の
疑
問
も
湧
く
が
、
も
と
も
と
賃

金
水
準
の
低
い
職
種
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
が
多
い
こ
と
、
そ
れ
に
加
え
て
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
は
、
経
験
年
数
が
総
じ
て
短
い

こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
分
析
で
き
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

本
特
集
の
原
稿
は
、
国
際
研
究
部
が
分
担
し

て
執
筆
し
た
。
執
筆
者
は
以
下
の
通
り
。 

国
際
研
究
部
主
任
調
査
員
　
吉
田
　
和
央 

　
　
　
　
　
主
任
調
査
員
　
田
原
　
孝
明 

　
　
　
　
　
主
任
調
査
員
　
横
田
　
裕
子 

　
　
　
　
　
主
任
調
査
員
　
野
村
　
か
す
み 

　
　
　
　
　
　
　
調
査
員
　
樋
口
　
英
夫 

　
　
　
　
　
　
　
調
査
員
　
北
澤
　
謙 

 

　
　
　
　
　
　
調
査
員
　
町
田
　
敦
子 

 

　
　
　
　
　
　
調
査
員
　
飯
田
　
恵
子 

 

　
　
　
　
　
　
調
査
員
　
淀
川
　
京
子 

男女別に見た15歳以上のパートタイム／フルタイム 
労働者の在職期間（1997年）割合（％）（女性） 

フランス（パートタイム） 

25

29

46

フランス（フルタイム） 

12

22

66

ドイツ（パートタイム） 

16

31
54

ドイツ（フルタイム） 

15

30 55

イタリア（パートタイム） 

14

25

62

イタリア（フルタイム） 
9

25

66

オランダ（パートタイム） 
10

30

60

オランダ（フルタイム） 

17

31

52

イギリス（パートタイム） 

27

33

40

５年以上 

１年以上・５年未満 

１年未満 

イギリス（フルタイム） 

18

31

51

ａ）自営業者と無給家族従業者を含む。 
資料出所：EURUSTAT、ヨーロッパ労働力調査、1997年；Statistics Canada、 
　　　　　労働力実積調査、1997年 


